
3-5 ⽇本語指導が必要な児童⽣徒のうち学校において特別な配慮に基づく指導を受けている者の割合

平成20年度 平成22年度 平成24年度 平成26年度 平成28年度 平成30年度 令和３年度 令和５年度
外国籍 84.9 82.2 86.5 82.9 76.9 79.5 91.0 90.4
⽇本国籍 81.7 78.3 74.3 74.4 88.1 86.6
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